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おくやみコーナーにお持ちいただくもの

お越しの際には下記を参考に該当するものをお持ちください。必要な手続の確認がスムーズに行えます。
なお、死亡に伴う手続は、法令等で手続きできる親族の範囲が異なります。来庁される方の続柄によっては、
手続が出来ない場合があります。一度にすべての手続が終わらない場合もありますので、ご了承ください。

亡くなられた方の持ち物（一例）
□マイナンバーカード
□マイナンバーの通知カード
□住民基本台帳カードまたは宮崎市民カード
□印鑑登録番号証書

□年金証書、年金手帳
□国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
□後期高齢者医療資格確認書

□身体障がい者手帳
□療育手帳
□精神障がい者保健福祉手帳
□自立支援医療（精神通院）受給者証
□障がい福祉サービス受給者証
□特別児童扶養手当証書
□おもいやり駐車場利用者証

□福祉タクシー券 福祉ガソリン券
□腎臓タクシー券 腎臓ガソリン券
□介護保険被保険者証等の各種証
□生活保護受給証

□児童扶養手当証書
□子ども医療費受給資格者証
□ひとり親家庭等医療費受給資格者証
□子ども医療費受給資格証
□小児慢性特定疾病医療受給者証
□特定医療費（指定難病）受給者証

□納税通知書等の納税管理課からの送付物（市税）
□ご使用水量のお知らせ等のお客様番号、受益者番
号がわかる書類（上下水道料金等）

□ナンバープレート（原動機付自転車や小型特殊自動
車の廃車を希望する場合）

来庁される方（ご遺族・ご親族等）の持ち物（一例）

□来庁される方の本人確認書類
写真付きの官公署発行の本人確認書類は１点 （マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等）
写真がないものは２点（健康保険資格確認書、年金手帳等）

□死体火葬許可証

□預貯金通帳（葬儀の喪主名義のもの）
亡くなられた方の加入されていた健康保険が、国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合にお持ちください。
併せて、葬儀の喪主を確認できる書類（会葬礼状、葬儀の領収書等）をお持ちください。

□印鑑（浸透式印・朱肉が不要なタイプは不可）

□亡くなられた方と来庁される方の関係がわかる書類（戸籍、公正証書等）
亡くなられた方や来庁される方の本籍地が宮崎市ではない場合に、なるべく持参をお願いします。

※相続人代表者が、法定相続人でなく遺言書によって相続人となられた場合は、遺言書（公正証書遺言・秘密
証書遺言・自筆証書遺言（検認済のもの））をお持ちください。

※その他、市役所から交付された書類でご不明なものがあればお持ちください。


